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別添 

 

リチウムイオン蓄電池の危険度判定に係る調査事業に関する契約書 

 

  ○○○（以下「甲」という。）と独立行政法人製品評価技術基盤機構（以下「乙」という。）

は、乙が令和８年２月１３日付けで募集を開始した、乙が所有する国際評価技術本部蓄電池評

価センター（以下「蓄電池評価センター」という。）の施設を使用して実施するリチウムイオ

ン蓄電池の危険度判定に係る調査事業（以下「本事業」という。）について、甲の提案を採択

し、次のとおり契約を締結することとします。 

 

（用語の定義） 

第１条 本契約において用いられる用語の定義は、次の各号のとおりとします。 

一 「施設」とは、乙が所有する蓄電池評価センターの試験施設をいいます。 

二 「試験設備等」とは、前号施設内に設置された試験装置、検査装置、試験システム等を

いいます。 

三 「試験室」とは、施設において安全性試験、環境試験、信頼性試験、性能試験、その他

の試験を実施する試験室をいいます。 

四 「被試験体等」とは、甲が提供する試験体、物質、計測器その他の試験に供されるもの

であって、甲が「試験事業提案書」で定めるものをいいます。 

五 「試験」とは、施設において実施することができる安全性試験、環境試験、信頼性試

験、性能試験その他の試験であって、以下の試験をいいます。 

イ 地震波等を模擬した振動試験 

ロ 輸送時における振動状態等を模擬した振動試験 

ハ 釘刺し・圧壊等の破壊試験 

ニ 外部での短絡発生等を想定した外部短絡試験 

ホ 耐燃焼性等を確認するための類焼試験 

ヘ 落下試験 

ト 加速度による衝撃試験 

チ その他の試験 

六 「試験業務」とは、「試験手順書」に基づき実施する試験（以下「本試験」という。）に

係る業務をいいます。 

七 ｢試験手順書｣とは、甲及び乙の協議を経て合意した、作業手順チェックリスト、役割

分担を含めた試験作業手順書をいいます。 

八 「試験データ等」とは、試験の実施により得られる試験データ及びその解析結果（電

磁的記録媒体に記録した情報及び紙媒体に記録した情報を含む。）をいいます。 

九 ｢成果物｣とは、試験データ及びその解析結果のうち、本試験の実施の目的として得ら

れるものであって、第１３条第一号で範囲が明確にされるものをいいます。 

十 「試験開始」とは、原則として、甲が試験手順書に規定する搬入指定場所への被試験体

等の搬入を開始することをいいます。 

十一 ｢試験終了｣とは、原則として、甲が施設に搬入した被試験体等の搬出を完了するこ
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とをいいます。 

 

（試験業務準備） 

第２条 本契約の締結後、甲及び乙は試験事業提案書の記載内容に基づき、甲及び乙の協議

を経て合意した試験手順書を作成することとします。 

２ 本試験開始後、試験内容等の変更が必要になった場合には、甲及び乙が協議し、試験手

順書を変更することができます。 

 

（試験費用） 

第３条 甲及び乙は、本試験の実施において発生する、次の各号の費用を負担するものしま

す。 

一 甲は、甲が施設に搬入する被試験体等の費用、施設まで被試験体等を運搬する費用、

本試験に掛かる甲の人件費、重機貸借費、廃棄物処理費用、その他試験に掛かる甲の費

用の全てを負担するものとします。 

二 乙は、乙が準備する物品費用等（試験設備等、治具消耗品費及びそれらの準備に要す

る費用）、本試験に掛かる乙の人件費、水道光熱費、施設維持費、試験設備校正費、試験

設備等減価償却費等を負担するものとします。 

三 前二号に定めるもののほか、本試験の実施において発生した緊急の費用に関しては、

甲及び乙が協議し、費用の負担、支払方法等を決定するものとします。 

 

（被試験体等に関する情報提供） 

第４条 甲は、被試験体等の性質、大きさ、重量、保管及び取扱いに関する安全衛生上の注

意事項その他試験を実施する際の安全確保の観点から必要となる情報（以下「被試験体等

情報」という。）について、あらかじめ試験体に関する情報提供シート（以下「試験体情報

提供シート」という。）に記載し、乙に提供するものとします。 

２ 乙は、甲が乙に提出した試験体情報提供シートに記載された被試験体等の情報が十分で

ないと判断する場合は、甲に対し追加の情報提供を求めることができるものとします。 

３ 乙は、甲が提供した被試験体等情報を踏まえると、安全確保の観点から試験の実施が困

難であると判断する場合は、被試験体等の変更、試験に向けた協議の中止を甲に申し出る

ことができるものとします。 

 

（試験設備等の担保保証） 

第５条 乙は、甲に対して、乙の判断で試験に有用と思われる情報を開示するよう努めるも

のとします。ただし、試験設備等の性能が試験への有用性等を満たさない場合があること

を甲及び乙は認識するものとします。 

２ 甲及び乙は、前条に基づき提供された情報又は試験設備等に瑕疵を発見した場合は、た

だちに相手方に通知するものとし、当該瑕疵により本試験が遅延若しくは不能となったと

きは、当該試験設備等にかかる本試験の中止若しくは試験手順書の内容の変更につき協議
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するものとします。 

 

（被試験体等の搬入搬出） 

第６条 甲は、被試験体等を乙と協議の上、指定日時までに、甲の責任で搬入指定場所へ運

搬するものとします。 

２ 甲の被試験体等の搬入搬出にかかる運搬時の事故、破損等については、乙は一切の責任

を負わないものとします。 

３ 搬入指定場所から試験実施位置への移動に関しては、甲及び乙が協議し、合意内容を試

験手順書に記載するものとします。 

４ 甲の被試験体等の到着遅延により、乙が本試験の延期又は中止が必要と認めた場合には、

甲及び乙が協議し、本試験を延期又は中止できるものとします。 

 

（被試験体等の確認） 

第７条 甲及び乙は、試験手順書に定める方法に従い、被試験体等の確認を共同で実施する

ものとします。 

２ 前項の確認において被試験体等の仕様が第４条に基づき提供された被試験体等情報と異

なる場合、その他被試験体等を確認するために十分な被試験体等情報が甲から提供されて

いない場合又は被試験体等の状態、数量等に滅失、毀損若しくは変質等が発見された場合

であって、甲及び乙が事実確認を行った上で甲及び乙が協議し、本試験を延期又は中止で

きるものとします。 

３ 乙は、被試験体等の取扱い、管理について、試験手順書に従い善良な管理者の注意をも

って行うものとします。 

４ 被試験体等の確認方法、管理方法に関しては、甲及び乙が協議し、合意内容を試験手順

書に記載するものとします。 

 

（試験従事者の事前連絡） 

第８条 甲は、本試験に従事する甲の従業員及び甲の管理責任の下に従事する従業員以外の

者（以下「試験従事者」という。）を事前に乙に連絡するものとします。 

２ 甲の試験従事者は、本試験で使用する施設及び試験設備等に応じて、乙の実施する安全

教育を受講しなければ、本試験に従事できないものとします。 

 

（試験の実施） 

第９条 施設における本試験の実施は、乙の規定する勤務日の通常勤務時間（9：00～17：00）

に行います。ただし、乙の規定する通常勤務時間以外に本試験の実施が必要な場合には、

甲及び乙が合意すれば、試験を行うことができるものとします。 

２ 甲は、乙の事前の承諾を得ることなく、施設内の定められた区域外への立入り、動画撮

影、写真撮影等をしないものとします。 

３ 甲は、試験手順書に基づく安全確保対策の履行に当たり、乙の指示に従うものとします。 
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４ 本試験の実施に当たっては、甲及び乙は、緊急連絡、試験の進捗確認及び内容変更の合

意形成等を目的として、試験責任者をそれぞれ１名選定するものとします。 

５ 甲及び乙は、相手方に対して、試験の一部不実施等、本試験の内容及び手順の変更を申

し出ることができるものとし、変更が可能な場合には、前項の試験責任者の合意の下、変

更を実施できるものとします。 

６ 前項の変更に当たり、変更の責が甲又は乙のいずれに帰する場合であっても、変更後に

発生した費用負担は、第３条によるものとします。 

 

（試験室への入室等） 

第１０条 甲の試験従事者は、試験室に立ち入る際には必ず乙の従業員と一緒に立ち入るも

のとします。ただし、乙の試験責任者の判断において、乙の従業員が別室にて安全確保な

どが行えると判断した場合においてはこの限りではありません。 

２ 乙は、施設及び試験設備等の保守等を目的として、被試験体等が設置されている試験室

に単独で立ち入ることができるものとします。 

 

（試験の中止） 

第１１条 甲及び乙は、自己の都合により本試験の中止を申し出ることができるものとしま

す。ただし、中止による一切の責任は、試験の中止のための各種作業に限られ、甲及び乙

はその他の損害を賠償する義務を負わないものとします。 

 

（成果物の確認等） 

第１２条 試験の成果物に関しては、「試験手順書」に記載された方法により、甲及び乙が共

同で確認した後、相手方に引き渡すものとします。 

２ 甲及び乙は相手方に対し、本試験及びその成果物の瑕疵その他一切の不備について何ら

責任を負いません。 

 

（成果物の取扱い） 

第１３条 本試験により得られた知的財産権については、当該知的財産権が得られるに至る

までの甲及び乙の貢献を踏まえて、甲及び乙が協議し、持分等を決定することとします。

ただし、成果物は次の各号のとおり取り扱うこととします。 

 一 甲及び乙は、共同で成果物を確認の上、成果物の一覧表等を作成し、成果物の

範囲を明確にすることします。 

二 成果物の利用権限は甲及び乙に帰属します。ただし、甲は任意に使用できるものとし

ますが、乙は乙内部に限り任意に使用できるものとします。 

三 乙は、成果物を甲以外の者へ提供又は公開する場合、原則として、甲の特定につなが

る情報を匿名化した上で行うものとします。ただし、甲の特定につながるか否かの判断

が難しい情報については、甲の確認を行った上で、必要に応じて匿名化するものとしま

す。 
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（試験終了時及び終了後の措置） 

第１４条 甲及び乙は、本試験終了までに、試験室を原状回復（試験室の清掃を含む。以下

同じ。）するものとします。ただし、何らかの事情により原状回復が終了しない場合におい

ては、その後の取扱いについて甲及び乙が協議し、原状回復措置を行うものとします。 

２ 本試験終了後に、試験設備等に試験データが蓄積されている場合には、乙がその試験デ

ータを消去するものとします。 

３ 乙が試験を行う上で施設及び試験設備等に対してなした、試験の手順に関する情報、プ

ログラミングに関する情報その他の情報は、乙の試験にかかる記録として保存し、試験終

了以降、乙が任意に使用できるものとします。 

４ 本試験において被試験体等の廃棄物が発生する場合には、甲の責任と費用において本試

験終了時までにその処理を実施するものとします。 

５ 廃棄物の処理が、試験終了時までに完了しない場合にあっては、乙が認める方法、期間

において施設内に保管できるものとします。 

６ 原状回復の方法及び廃棄物の処理方法に関しては、あらかじめ甲及び乙が協議するもの

とします。 

 

（違反等に関する契約解除） 

第１５条 次の各号のいずれかに該当する場合には、甲及び乙は本契約を解除することがで

きるものとします。 

一 甲及び乙が、本契約書に定める内容に違反した場合 

二 甲及び乙が、施設、試験設備等、被試験体等その他の相手方の物品等を故意又は重大

な過失により毀損等した場合 

三 甲が第１９条第１項第一号から第四号に該当すると認められた場合 

２ 前項による解除は、相手方に対する損害賠償を妨げません。 

 

（損害賠償） 

第１６条 甲が第４条第１項又は第２項による被試験体等情報を提供しなかったこと、その

他甲及び乙が故意又は重大な過失により本契約書に違反したことに起因して相手方に損害

（合理的な範囲の弁護士費用を含む。）を与えた場合、甲及び乙はその損害を賠償するもの

とします。ただし、不可抗力その他甲及び乙のいずれの責にも帰さない事由に起因して相

手方に損害が生じた場合について、甲及び乙は一切責任を負いません。 

２ 前項のほか、甲又は乙の故意又は重大な過失に起因する相手方又は第三者に対する損害

に関しては、各々の過失などの割合に応じ、責任を負うものとします。 

３ 前各項にかかわらず、本契約に基づく甲及び乙の相手方に対する一切の賠償責任は、現

実に生じた通常かつ直接の損害に限定されるものとし、間接的又は派生的に発生した損害

（逸失利益や休業損害を含む。）は含まないものとします。また、本契約に基づく甲及び乙

の相手方に対する一切の賠償責任は、金●●円を上限とするものとします。ただし、第１
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７条第１項に起因する賠償責任は、金●●円を上限とするものとします。 

 

（守秘義務） 

第１７条 甲及び乙は、本試験の実施において相手方から秘密である旨を明示して開示され

た情報を第三者に漏らしてはならないものとし、本試験の実施以外への目的に使用するこ

とを禁止します。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについてはこの限りではあ

りません。 

一 相手方から取得する以前に既に公知であるもの 

二 相手方から取得した後に自らの責によらず公知となったもの 

三 相手方から取得する以前に既に自ら所有していたもので、かかる事実が立証できるも

の 

四 正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わずに取得したもの 

五 相手方から取得した情報に依存することなく独自に得た資料･情報でかかる事実が立

証できるもの 

六 相手方から公開又は開示に係る書面による同意が得られたもの 

七 裁判所の命令、国の命令等により、開示を要求されたもの 

２ 前項第七号による要求があった場合には、相手方に直ちにその旨通知するものとします。 

 

（情報セキュリティへの対応） 

第１８条 甲は、乙の保有する情報資産を本試験において使用する場合においては、情報セ

キュリティに関する乙の規定及び指示に従わなければならないものとします。 

２ 甲が前項による義務に違反したことにより乙に生じた損害については、全て甲が責任を

負うものとします。 

 

（暴力団関与の属性要件に基づく契約解除） 

第１９条 甲は、次の各号のいずれにも該当しないことを誓約します。乙は、甲に誓約違反

事実があることが明らかになった場合は、何らの催告を要せず直ちに本契約を解除するこ

とができるものとします。  

一 法人等（個人、法人又は団体をいう。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止

等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第二号に規定する暴力団をいう。以下

同じ。）である場合又は法人等の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役

員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体である

場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が、

暴力団員（同法第２条第六号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）である場合 

二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加

える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている場合 

三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど

直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 
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四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべ

き関係を有している場合 

２ 甲に前項の誓約違反事実が発生したことを理由とする前項に基づく契約の解除により、

乙に生じた損害については、全て甲が責任を負うものとします。 

３ 甲は、乙が本条第１項の誓約違反事実が発生したことを理由とする本条第１項に基づく

本契約を解除した場合は、乙に対して損害の賠償を請求することができないものとします。 

 

（権利及び義務の譲渡禁止） 

第２０条 甲は、乙の承諾なくして、本契約に基づく権利及び義務の一部又は全部を第三者

に譲渡することはできません。 

 

（支払遅延損害金） 

第２１条 甲及び乙が本契約に基づく債務の履行を遅延した場合は、支払期日の翌日より完

済の日まで年率５．０％の割合（１年を３６５日とする日割計算）による遅延損害金を相

手方に支払うものとします。 

 

（消費税及び地方消費税） 

第２２条 甲及び乙は、第３条第１項第三号に関わる諸費用については、請求発生時点の税

法所定の消費税額､地方消費税額を付加して相手方に支払うものとします。 

 

（管轄裁判所） 

第２３条 本契約に関する紛争は、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の管轄裁判

所とします。 

 

（契約有効期間及び残存条項） 

第２４条 本契約の契約有効期間は、本契約締結日から本試験により得られた試験データ等

の解析作業が終了する日までとし、解析作業が終了する日は、甲及び乙が協議して決定す

ることとします。ただし、本契約中、第１２条第２項、第１３条、第１４条、第１６条、第

１７条の規定は本契約終了後も対象事項が全て消滅するまで有効とします。 

 

（準拠法） 

第２５条 本契約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。 

 

（その他の協議事項） 

第２６条 本契約に定めのない事項及び解釈に疑義のある事項については、その都度甲及び

乙は誠意をもって協議の上、解決するものとします。 
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    年  月  日 

 

住所               

甲  法人名               

役職  氏名           

 

東京都渋谷区西原２－４９－１０   

乙  独立行政法人製品評価技術基盤機構 

理事長名             

 


